
24 川健障計第 199 号 平成 24 年４月１日市長決裁

川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金交付要綱

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年

法律第 123 号。）第５条第 15 項に規定する共同生活援助の事業を市内で実施する法人（以下「事

業者」という。）が設置する又は設置しようとする共同生活住居（以下「共同生活住居」という。）

の新規建築又は改修に要する経費に対し、市が予算の範囲内で補助金を交付することについて、

必要な事項を定める。 

（補助対象事業） 

第２条 この要綱による補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

（１） 事業者が共同生活住居を新規建築する事業 

（２） 事業者が既存建物を共同生活住居として改修する事業 

（３） 事業者が既に共同生活援助事業を運営している共同生活住居を改修する事業 

（補助対象者等） 

第３条 この補助金の対象者は事業者とし、対象となる共同生活住居は、川崎市障害者グループホ

ーム新築・改修事業補助金選定委員会設置要綱（24 川健障計第 339 号）に基づく川崎市障害者

グループホーム新築・改修事業補助金選定委員会（以下「選定委員会」という。）で承認を受け

た共同生活住居とする。 

（補助基準等） 

第４条 補助基準額、補助対象経費及び補助額の算定は、別表のとおりとする。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする事業者は、川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補

助金交付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

（１） 事業計画書（第２号様式） 

（２） 補助事業にかかる収支予算書 

（３） 定款及び運営規程の写し 

（４） 見積書、図面及び立地図 

（５） 選定委員会で承認を受けた通知 

（６） その他市長が必要と認めた書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により受理した申請書等を審査し適当と認めたときは、補助金の交付

決定を行い、川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金交付決定通知書（第３号様式）

により事業者に通知するものとする。 

２ 前項に基づき補助金の交付を決定するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 

（１） 第９条から第 13 条まで及び第 15 条から第 19 条までの規定する条件 

（２） その他市長が必要と認める条件 



（交付方法） 

第７条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）の運

営資金等の状況により、必要と認められる場合は補助金を概算払で交付することができる。 

２ 補助金の交付は、予算執行の都合により分割して交付することができるものとする。 

（補助事業の変更、中止又は廃止） 

第８条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更（軽微な変更を除

く。）をしようとする場合は、速やかに市長に承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長に承認を受け

なければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又

は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければな

らない。 

（変更、中止又は廃止の承認及び通知） 

第９条 補助事業者は、前条第１項及び第２項の規定に基づく市長の承認を受けようとする場合は、

川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金に係る事業内容の変更（中止、廃止）承認申

請書（第４号様式)を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により受理した申請書を審査し、承認の可否について決定したときは、川

崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金に係る事業内容の変更（中止、廃止）承認決定

通知書（第５号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第 10 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な方法で補助金の交付を受けたとき 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき 

（３） この要綱の規定に従って補助事業を行わなかったとき 

（４） 補助事業の対象となる住居が、川崎市障害者共同生活援助事業所選定委員会設置要綱に基

づく川崎市障害者共同生活援助事業所選定委員会の承認を得なかったとき 

 （補助金の返還） 

第 11 条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、すでに交付した補助金の全部

又は一部の返還を求めることができる。 

（１） 第９条の規定に基づき、補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき 

（２） 前条の規定に基づき、交付決定が取り消されたとき 

（３） 第 14 条の規定に基づき、補助金の額を確定した結果、既にその額を超える補助金が交付

されているとき 

（調査） 

第 12 条 市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対し、補助事業に係る経理等の状況につい

て調査することができる。 

（実績報告） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）したときは、その日

から起算して 30 日以内に川崎市障害者グループホーム新築・改修事業実績報告書（第６号様式）



を市長に提出しなければならない。 

（額の確定及び精算） 

第 14 条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し交付条件に

適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、川崎市障害者グループホーム新築・改修事業等

補助金確定通知書（第７号様式）により事業者に通知するとともに、補助金の精算を行うものと

する。 

（財産の処分） 

第 15 条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに

補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械及び器具については、

市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担

保に供し、又は廃棄してはならない。 

（財産処分に伴う収入等の納付） 

第 16 条 市長は、前条の承認を受けて財産処分をすることにより補助事業者に収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を川崎市に納付させることができる。 

（財産の管理） 

第 17 条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業

が完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図

らなければならない。 

（書類の整備等） 

第 18 条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ証拠書類を整備保

管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業完了後５年間保管しておかなければならない。 

（報告及び監査） 

第 19 条 市長は､必要と認めるときには、補助事業者に対して、補助事業に係る関係書類の提出及

び報告を求め、事業内容を監査することができるものとする。 

（委任） 

第 20 条 この要綱に定めのない事項については、健康福祉局長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



別表（第４条関係） 

補助金種別 補助基準額 補助対象経費 補助額 

新築 1建物あたり1,000万円 一般居住用の住宅に比

して、バリアフリー化等

の特殊な工事に係る工

事費・工事請負費及び工

事事務費 

補助対象経費の実支出

額に４分の３を乗じて

得た額と補助基準額を

比較して少ない額 

 肢体不自由児者

対応 

1建物あたり2,000万円

改修 １共同生活住居あた

り、600 万円（ただし、

エレベーター等の設置

を行う場合は、200 万円

を上乗せし、800 万円）

既存物件（賃貸物件を含

む）における工事を伴う

バリアフリー化改修及

び消防設備の整備のう

ち、その工事に係る工事

費・工事請負費及び工事

事務費 

補助対象経費の実支出

額に４分の３を乗じて

得た額と補助基準額を

比較して少ない額 

(注) 

１ 国庫補助対象となる事業は、当該補助を優先とし、対象とならないものについては予算の範囲

内での補助とする。 

２ 新築と改修の併用は不可。 

３ 肢体不自由児者対応とは、入居者に、重度訪問介護対象者の身体の要件（※）に該当する者が

いること又は入居の予定が明らかな場合 

（※）障害支援区分が区分４以上であって、次のいずれにも該当する者 

①二肢以上に麻痺等があること 

②障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支

援が不要」以外と認定されていること 

４ 工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運

搬費、印刷製本費及び設計監督料等）は、工事費・工事請負費の２．６％が上限額。 

５ 次の費用は補助対象としない。 

（１）外構・緑化工事 

（建物以外の土地に固着している門、塀、舗装、駐車場看板、造園植栽、外灯等） 

（２）土地の買収又は整地に要する費用 

（３）既存建物の買収に要する費用 

（４）職員の宿舎に要する費用 

（５）備品関係（机、椅子、パソコン、電話、テレビ、消火器、折り畳み式スロープ等） 

（６）施設に固着していない設備 

（７）不動産登記関係手数料 

（８）各種申請手続き費（電力会社、水道局、消防局等） 

（９）その他施設整備費として適当と認められない費用等（租税公課、借地料等） 



第１号様式 

  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

住所  

法人名  

代表者職氏名  印

川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金交付申請書 

 川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金交付要綱第５条の規定により補助金の交付を

受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

１ 交付申請額 金  円

２ 添付書類 

 （１） 事業計画書（第２号様式） 

（２） 補助事業にかかる収支予算書 

（３） 定款及び運営規程の写し 

（４） 見積書、図面及び立地図 

（５） 選定委員会で承認を受けた通知 

（６） その他市長が必要と認めた書類 



第２号様式 

事業計画書 

事業者名称  事業所名称  

共同生活 

住居 

名 称  定 員  名

所在地  

賃貸借期間  年  月  日 ～  年  月  日

家主からの

改修等許可 
有・無 

エレベーター

設置の有無 
有・無 

住居

区分
一戸建て・集合住宅・その他 

工事期間  年  月  日 ～  年  月  日

改

修

等

内

容

内    訳 見積額① 見積額② 

合    計  円  円 

改

修

等

を

要

す

る

理

由

（備考） 



第３号様式 

川崎市指令健障計第  号 

  年  月  日 

住所  

法人名  

代表者職氏名  様

川崎市長 印

川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金交付決定通知 

  年  月  日付けで申請のありました川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金に

つきましては、次の条件を付けて交付します。 

補助金交付決定額  金  円

１ 補助金は、「川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金交付要綱」に基づき適正に使

用し、申請目的以外に使用しないでください。 

２ 補助事業に要する経費の配分又は内容の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合若し

くは補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は速やかに市長に承認を受けてください。 

３ 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は遂行が困難

となった場合は、すみやかに市長に報告し、その指示を受けてください。 

４ この補助金に関する実績報告は、補助事業終了後 30 日以内に行ってください。 

５ 補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業終了後、５年間保管して

ください。 

６ 市長は、必要に応じ、補助事業にかかる経理等の状況を調査するとともに、関係書類の提出及

び報告を求め、事業内容を監査することができます。 

７ 次のいずれかに該当したときは、すでに交付した補助金の全部または一部を返還していただ

きます。 

（１） 第９条の規定に基づき、補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき 

（２） 第 10 条の規定に基づき、交付決定が取り消されたとき 

（３） 第 14 条の規定に基づき精算を行った結果、余剰金が生じたとき 



８ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械及び器具については、市長の承認を受けない

で、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄し

ないでください。また、市長の承認を受けて財産処分をすることにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を川崎市に納付していただきます。 

９ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ってください。 

10 この交付決定の内容又は条件に不服があるときは、この決定があったことを知った日から起算

して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 



第４号様式 

  年  月  日 

（宛先）川崎市長 

住所  

法人名  

代表者職氏名  印

川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金に係る事業内容の 

変更（中止、廃止）承認申請書

年 月 日付けで交付決定を受けた川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金に

係る事業内容について、次のとおり変更（中止、廃止）を行いたいので、承認を受けたく申請しま

す。 

１ 変更（中止、廃止）の内容 

変更（中止、廃止）前 変更（中止、廃止）後 

２ 変更（中止、廃止）の理由  



第５号様式 

川健障計第  号 

年  月  日 

住所  

法人名  

代表者職氏名  様

川崎市長 印

川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金に係る事業内容の変更（中止、廃

止）承認決定通知書 

    年 月 日付けで申請のありました川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金に

係る事業内容の変更（中止、廃止）承認申請について、次のとおり決定しましたので、通知します。 

１ 決定内容 

２ 承認条件 



第６号様式 

  年  月  日 

（宛先）川崎市長 

住所  

法人名  

代表者職氏名  印

川崎市障害者グループホーム等新築・改修事業等実績報告書 

     年  月  日付けで交付決定を受けた川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補

助金に係る補助事業の実績を次のとおり報告します。 

１ 精算内訳    

対象経費実支出額Ａ     円

寄付金その他の収入額Ｂ 円

差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 円

交付決定額Ｄ 円

確定額Ｅ（ＣとＤのいずれか少ない額） 円

交付済額Ｆ 円

精算額Ｇ（Ｅ－Ｆ） 円

２ 添付書類 

（１） 補助事業にかかる収支決算書 

（２） 工事完了箇所の写真 

（３） 賃貸契約書 

（４） 領収証 

（５） その他市長が必要と認めた書類 



第７号様式 

川健障計第  号 

年  月  日 

住所  

法人名  

代表者職氏名  様

川崎市長 印

川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金交付額確定通知書 

    年 月 日付けで報告のありました川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金に

係る事業実績について、審査の結果、次のとおり補助金の交付額を確定しましたので、通知します。 

１ 補助金交付済額 Ａ 円 

２ 補助金交付確定額 Ｂ 円 

３ 精算額 （Ｂ－Ａ） 円 


